
令和３年６月１８日（金曜日）林野庁A会議室

前　原　一　彦（公認会計士） 長 谷 部 修（弁護士）

近　田　直　裕（公認会計士、税理士）

令和３年１月１日～令和３年３月３１日

　２１件 １者応札案件　　　８件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 － 件

　４件 １者応札案件　　　２ 件

（抽出率　　１９％） （抽出率　 ２５ ％）

契約の相手方が公益社団法人等の案件 － 件

（抽出率   －％）

 １ 件　 １者応札案件 １ 件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 － 件

 － 件　 １者応札案件 － 件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 － 件

 － 件　 １者応札案件 － 件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 － 件

 － 件　 １者応札案件 － 件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 － 件

 － 件　 １者応札案件 － 件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 － 件

 － 件　 １者応札案件 － 件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 － 件

 － 件　 １者応札案件 － 件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 － 件

 － 件　 １者応札案件 － 件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 － 件

 － 件　 １者応札案件 － 件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 － 件

 － 件　 １者応札案件 － 件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 － 件

 － 件　 １者応札案件 － 件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 － 件

 － 件　 １者応札案件 － 件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 － 件

 － 件　 １者応札案件 － 件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 － 件

   　 　２件 １者応札案件 １ 件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 － 件

 － 件　 １者応札案件 － 件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 － 件

 １ 件　 １者応札案件 ０ 件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 － 件

 － 件　 １者応札案件 － 件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 － 件

（詳細に記述すること。） （詳細に記述すること。）

事務局：林野庁林政部林政課会計経理第１班

抽出案件

令和３年度第１回林野庁入札等監視委員会　審議概要

開催日及び場所

委員

審議対象期間

審議対象案件
うち、

うち、

うち、

指
名
競
争

公募型指名競争
うち、

工事希望型競争
うち、

その他の指名競争
うち、

随意契約
うち、

業務

一般競争
うち、

指
名
競
争

公募型競争
うち、

簡易公募型競争
うち、

その他の指名競争
うち、

随
意
契
約

公募型プロポーザル
うち、

簡易公募型プロポーザル
うち、

標準型プロポーザル
うち、

その他の随意契約

物品・
役務等

一般競争
うち、

指名競争
うち、

随意契約（企画競争・公募）
うち、

随意契約（その他）
うち、

（特記事項）

委員からの意見・質問、それに対する回答等

意見・質問

・抽出の４件については、落札率の高かった契約等を抽出した。

（別紙のとおり）

抽
出
案
件
内
訳

工事

一般競争

うち、

［これらに対し部局長が講じた措置］

(注)公益社団法人等とは、公益社団法人又は公益財団法人（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財
団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第４２条第１項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を
含む。）をいう。

回答等

（別紙のとおり）

委員会による意見の具申又は勧告の内容
該当なし
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抽出契約について 

〔抽出番号１：林野庁東陽宿舎２

号棟内装等改修工事〕 

 

 

 

 

・途中で２者辞退したとのことです

が、理由はわかりますか。 

 

・理由は特に確認していませんが、

他の事業体から工期が厳しいので

入札を見合わせたという連絡があ

りました。 

 

 

・工期はどれくらいでしたか。 

 

 

・約３週間です。工事の内容的には

十分に確保できていると思います

が、業者の対応によってできるでき

ないがあると思います。ただ、辞退

した２者については理由を確認し

ていませんので、はっきりしたこと

はわかりません。 

 

 

・内装工事ということですので、工期

が短くてももう少し入札に参加する

業者があっても良いかと思いますが、

いかがでしょうか。また、もう少し余

裕を持った日程でしたら、入札者も増

えますか。 

 

 

・公告を見て、数社から問い合わせ

はいただいたので、もう少し業者が

来てもおかしくないと思うのです

が、もう少し工期が長ければ、入札

参加者も増えたかもしれません。 

 

 

・契約額が約 3,400 万円で、建物の延

べ面積が 1,303 ㎡ぐらいですので、坪

単価 10 万円を割るぐらいですが、随

分安いなと思うのですが。 

 

 

・今回はそのうちの４部屋の工事

で、実際は 64 ㎡×４部屋分となり

ますので、一般家庭のリフォームと

同じくらいかかります。 

〔抽出番号２：令和２年度航空レ

ーザ測量成果を用いた森林地形

解析業務〕 

 

 

・２者とも予定価格よりかなり低い

価格で入札していますが、予定価格

を算出されるときに実際は半分ぐら

いの価格でできると予測はできませ

んでしたか。 

 

 

・結果的に低入札になりましたが、

予定価格を算定する時点では、一般

的に必要な人工や工程を勘案して

算定しています。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同様の業務は今後全国に広げる可

能性はありますか。 

 

 

・全く今回と同じやり方で第２弾第

３弾ということではなく、同じよう

にやることもありますし、先進的な

リモートセンシングの活用という

意味でレーザ測量やそれを分析し

て色々な使い方をするという分野

は広がっていますので、このような

データの取得の仕方はこれからも

広がっていくと思っています。 

 

 

・入札者が２者だけだったというのは

どのように考えていますか。 

 期間に余裕をもって公告を出すこ

とは難しいですか。 

 

 

・期間的にタイトであったというと

ころはあったと思います。 

本来はそうすべきだと思います

が、色々な事情が重なってこのよう

なスケジュールになってしまいま

した。 

 

 

・今回は低入札調査の対象になりまし

たが、相手方に低入札であったと伝え

てしまうと、予定価格と乖離があった

と明かすことになりますが、その点は

やむを得ないということですか。 

 

 

・低入札になったため、本当にその

金額で履行できるのか調査を行わ

なければいけませんので、やむを得

ないと思います。 

 

〔抽出番号３：令和２年度革新的

造林モデル普及業務〕 

 

 

・１者応札になった理由は何かありま

すか。 

 

 

・現在、別途１者応札の事後調査と

してアンケート調査を行っている

ため、詳細の検討については、それ

をもって検討していきたいと思っ

ています。 

 

 

・直接経費の内訳はわかりますか。 

 

 

・通信費、委員への謝金や旅費、外

部の方への原稿料、あとは印刷にか

かる経費等になります。 

 

 

・有識者組織を設置することになって

いますが、どんな資格、経歴の方が多

いですか。 

 

・森林総合研究所の研究者、周りに

対して良い影響を与えている造林

事業者、事例の収集に長けているメ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ディアの方などに入っていただい

ています。 

 

 

・通常、各契約の履行期限は年度内に

なると思いますが、これは例外的に今

年度にずれ込んでしまったというこ

とですか。 

 

 

・基本的には、各年度ごとに実施し

ますが、今回のものは補正予算によ

るもので、繰越すことを見込んで入

札公告を行い、契約後に繰越の手続

きを行い、今年度も引き続き事業を

実施しています。 

 

 

・革新的造林モデルということで、手

元の資料に造林の定義や事業の背景

が書いてあり、造林は林を生き生きと

したものにするためにテクニカル的

なものを研究するイメージを持ちま

したが、よく読むと林業に従事されて

いる事業体の効率化等、経営的なこと

が主眼になっているように見えます。

その辺の背景をもう少し教えていた

だけますでしょうか。 

 

 

・基本的な目的としては森林をしっ

かり育てていくことですが、現在森

林の伐採をして木材を使ったあと

の再造林が重要となっています。し

かし、木材の値段が昔ほどまでは上

がっていないが、人件費や資材費な

どのコストが上がっている高コス

トの状態が続くと補助金があって

も造林者の負担が大きくなり再造

林されない場合があることが大き

な背景としてあります。高コスト体

質から脱却して経営をしっかりで

きるように、こういう技術を使うと

これだけコストが下がりますよと

いうことを広く周知することでコ

スト全体を下げてもっと再造林を

してもらおうというのが主眼にな

っているところです。また、造林も

木を植えるということだけではな

く、下草刈りや間伐除伐というよう

な保育についても合わせて技術面、

経営面で良いものを周知していこ

うというのが目的になっています。

経営がうまくいかないと造林もで

きないということになります。 

 

〔抽出番号４：令和２年度合板・

製材・集成材国際競争力強化・輸

出促進対策のうち日本産木材製

品の新たな輸出先国調査（中国

等）〕 

 

  



・５名で採点されていますが、採点者

によってばらつきの大きい項目があ

りますが、こんなに差があるものです

か。 

 

・個々の採点者の所感に応じて採点

しているので当然ばらつきは出ま

すが、比較的大きく差が開いている

のはその通りだと思います。特に採

点者ごとのばらつきのある項目は、

事業目的や事業の実施内容となり

ます。これらは事業の内容の根幹に

かかるところなので、提案者による

実施内容により事業目的の確実な

達成が見込まれるかどうかという

観点で、採点者によって差異があっ

たものと考えおります。 

 最終的に総合してみたときに、各

評価項目について、採択者は平均的

に満足できる以上の水準を全て超

えておりますので採択するにあた

って問題はないと思っています。 

 

 

・こういう調査は費用をかければかけ

ただけいいものができ、低予算であれ

ばそれだけの調査になってしまう。ど

の辺を目標にしているかによってど

のくらいの予算かが決まってくると

思うんですけれども、今回の金額は林

野庁の方でこういう調査をして満足

できる報告が上がってくる数字とい

うことで算定されたということでよ

ろしいでしょうか。 

 

 

・全く違う調査ですが、過去にこう

いった海外の流通規制などについ

て東南アジア地域を中心に調べた

ものがありまして、そのときに比較

的まとまった調査結果が得られま

したので、そういった過去に行った

調査等を勘案して金額を算定した

次第です。 

 

・中国やアメリカなり輸出をしていく

ということですが、イメージではどち

らかというと木材は海外の方が安く

て日本はコストがかかって競争力が

弱いというイメージを持っているん

ですが。 

 

 

・まさしくそのとおりです。一昔前

は国産材は供給量も限られていて

あまり競争力がなく、日本の木材市

場は外国産材が多く入ってきてと

いうような時代でした。しかし、今

は風向きが変わってきて、少し国産

材の供給量が大きく増えてきてい

ます。世界の木材市場も変わってき

ており、アメリカや中国で地場の木

材が枯渇している状況があり、ここ

に日本のスギが代替樹として入っ

ているということも起こっており

ます。このようにマーケットが大き



く変化している中で、全体として木

材市場は拡大傾向にあると思って

います。 

 

 

・ここ数ヶ月コロナの関係でいわゆる

ウッドショックという話を聞いたこ

とがあるんですけれども、結果として

はそういうことと少し関係するのか

なと思いながら、もともとこれは予定

されていたことでしょうから必ずし

もそういう目的でやってきたわけで

はないということなんでしょうか

ね？ 

 

 

・ご指摘のとおり今ウッドショック

という形で外国産材が入らず国産

材が高騰している状況になってま

す。これがいつまで続くかはありま

すが、長期的な視野で日本の住宅着

工数が下がっていき、日本の資源量

が充実していく中で、売り先を海外

に求めていくというのは必要にな

ってくると思っています。ウッドシ

ョックに限らず、事業者には海外に

長期的な視野で目を向けていただ

きたいという思いで行っています。 

 

 

その他 

・委員会としての意見はなし。 
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